支援金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書の作成について

◎支援金の支給を受けた場合、消費税及び地方消費税の確定申告完了後に、「消費税及び地
方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第４号)」等の書類を提出していただく必要があります。

１ 報告対象者
令和７年度群馬県公の施設に係る指定管理者における物価高騰対策支援金支給要綱第１０条の規定に基づき、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告を行うことが求められている事業者（返還額が０円の事業者でも報告は必要です。）。

[bookmark: _Hlk121922734]２ 仕入控除税額（支援金等返還相当額）の返還がない場合
次のいずれかに該当する場合には返還の必要はありませんので、仕入控除税額は０円で報告してください。
ア 消費税の申告義務がない。
イ 簡易課税方式により申告している。
ウ 公益法人等※であり、特定収入割合が5％を超えている。
エ 支援対象経費に係る消費税を、個別対応方式において「非課税売上のみに要するも
の」として申告している。
オ 支援対象経費が非課税仕入となっている。
※公益法人等とは地方公共団体の特別会計、一般財団法人、一般社団法人、学校法人、公益財団法人、公益社団法人、国民健康保険組合、国立大学法人、社会福祉法人、地方独立法人、独立行政法人、日本赤十字社等が該当します。詳しくは消費税法別表第三を御覧ください。（返還額が０円の事業者でも報告は必要です。）

· 提出書類
	・消費税の申告義務がない場合
	・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第４号）

	・簡易課税方式で申告している場合
	・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第４号）
・支援金の支給決定を受けた年度の消費税及び地方消費税の確定申告書（写）

	・公益法人等であり、特定収入割合が５％を超えている場合
	・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第４号）
・支援金の支給決定を受けた年度の消費税及び地方消費税の確定申告書（写）
・特定収入割合の計算過程が分かる書類（様式任意）

	・個別対応方式で、対象経費に係る消費税等を非課税売上のみに要するものとして申告している場合
・支援対象経費が非課税仕入のみである場合
	・消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第４号）
・支援金の支給決定を受けた年度の消費税及び地方消費税の確定申告書（写）
・支援金の対象経費の内訳が分かる書類（様式任意）



　　
３ 仕入控除税額（支援金等返還相当額）の返還がある場合
「仕入控除税額（支援金等返還相当額）の返還がない場合」に該当しない場合、仕入控
除税額に相当する金額について、支援金の返還が必要になります。
仕入控除税額は、課税売上割合（課税期間の課税売上高／課税期間の総売上高）の状況等により、下記ア～ウのように計算方法が異なります。
なお、返還額の計算において、課税売上割合等、途中の計算処理については小数点以下を切り捨てたり、切り上げたりしないでください。（ただし、消費税の申告において課税売上割合を端数処理した場合には、その割合を用いる。）

ア 課税売上高が5 億円以下、かつ課税売上割合が95％以上の場合
→支援金額×10／110＝返還額（円未満切り捨て）
イ 課税売上高が5 億円超または課税売上割合が95％未満であって、「一括比例配分方式」により消費税の申告をしている場合
→支援金額×10／110×課税売上割合×（支援対象経費のうち課税仕入額／支援対象経費）＝返還額（円未満切り捨て）
ウ 課税売上高が5 億円超または課税売上割合が95％未満であって、「個別対応方式」により消費税の申告をしている場合
→ＡとＢの合計額＝返還額
Ａ 課税売上のみに要する支援対象経費に使用された支援金
支援金額×10／110×（支援対象経費のうち売上対応分／支援対象経費）＝返還額（円未満切り捨て）
Ｂ 課税売上と非課税売上に共通して要する支援対象経費に使用された支援金支援金額×10／110×課税売上割合×（支援対象経費のうち共通対応分／支援対象経費）＝返還額（円未満切り捨て）
※計算方法については、詳しくは税理士等に御確認ください。

■ 提出書類
（１）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第４号）
（２）報告額の積算の内訳書
（３）支援金の支給決定を受けた年度の消費税及び地方消費税の確定申告書（写し）
（４）課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表の写し（付表２）
（５）特定収入割合の計算過程が分かる書類（様式任意）

４ 提出時期等
　 消費税及び地方消費税の申告により、支援金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合には、速やかに提出をしてください。

◎消費税や仕入控除税額等についての詳しい内容については、国税庁のHP（https://www.nta.go.jp）を御確認ください。



